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「週休２日工事（土木工事）」試行要領（令和８年４月 高岡市） 

 

１ 背景・目的 

  建設界における、週休２日工事の拡大に向けて、本要領により試行する。 

 

 

２ 週休２日工事の概要 

  原則すべての工事現場において、発注者指定型として現場閉所による週単位の週休２日

（土日完全週休２日）を確保することとする。 

  施工日が気象条件に左右される等、現場条件により土日完全週休２日の確保が困難な場

合は、柔軟運用も可能とする。 

 

 『用語の定義』 

 週 休 ２ 日 ：①週単位の週休２日とは、対象期間において、全ての週で１週間（月曜日

から日曜日まで）に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をい

う。このうち、土日に現場閉所している場合、土日完全週休２日という。 

②月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の

現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

③通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行

ったと認められる状態をいう。 

週休２日交替制：①週単位の週休２日交替制とは、対象期間において、全ての週で技術者及

び技能労働者（以下、技術者等という。）が交替しながら１週間に２日間

以上の休日を確保する取り組みをいう（完全週休２日交替制ともいう）。 

②月単位の週休２日交替制とは、対象期間において、全ての月で技術者及

び技能労働者（以下、技術者等という。）が交替しながら４週８休以上の

休日を確保する取り組みをいう。 

③通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者等が交替しなが

ら４週８休以上の休日を確保する取り組みをいう。 

４ 週 ８ 休 ：土・日に限定せず、工事現場を閉所し、対象期間の現場閉所日数の割合（以

下、現場閉所率という。）が 28.5％（８日/２８日）以上の水準に達する状

態をいう。 

週休２日交替制では、対象期間内に現場に従事した技術者等の平均休日数

の割合（以下、休日率という。）が 28.5％（８日/２８日、完全週休２日

交替制では２日/７日）以上の水準に達する状態をいう。 

 現 場 閉 所 ：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、

現場閉所日に含めるものとする。 
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 対 象 期 間 ：工事着手日から現場完了日までの期間のうち、以下の期間を除いた期間を

いう。 

        ・年末年始６日間、夏季休暇３日間 

        ・工場製作のみの期間 

        ・工事事故等による不稼働期間 

        ・天災（豪雨、出水、土石流、地震、豪雪等）に対する突発的な対応期間 

        ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

        ・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 

        ・工事の全体を一時中止している期間 

        ・その他、外的要因により現場が不稼働となる期間 

 工事着手 日：工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。 

 現場完了 日：工事施工範囲内で全ての作業が完了した日をいう。 

 

 

３ 試行対象工事 

  試行対象工事は、特記仕様書において対象工事であることを明示することとする。なお、

下記(2)に該当する工事は対象としない。 

 

（1）発注者指定型 （現場閉所） 

発注者が選定した週単位の週休２日（土日完全週休２日）に取り組む工事（原則全ての工

事） 

（2）試行対象外工事 

 現場施工期間が休工日を含めて７日未満の工事 

 

 

４ 試行工事の実施 

【4.1 発注時】 

（1）工期設定 

 ①作業日当たり標準作業量等による設定 

 施工数量を日当たり作業量で除し、それらの合計に作業不可能率を乗じ、準備期間及

び後片付け期間を加えて、工期を設定する。 

   余裕期間制度を活用した工事では余裕期間を加える。関係機関との調整等が見込まれる

場合は、その期間を加えるなど、各現場の諸条件を考慮し、工期を設定する。 

 

②標準工期試算式等による設定 

① によりがたい場合等は、国が定める標準工期試算式から工期を設定する。 

 

（2）工事費の積算 

  経費の補正は行わない。 
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（3）条件の明示 

 特記仕様書に「週休２日工事」であることを明示する。（「５ 特記仕様書への記載例」の

とおり） 

 

【4.2 契約から工事完成まで】 

（1）工事看板の設置 

  受注者は、現地着工時、「別図」を参考とし、「週休２日工事」である旨を記載した工事看

板を設置する。 

 

（2）施工計画書への記載及び休日取得実績の提出 

  受注者は、施工計画書の提出にあわせて、工事着手日から現場完了日までの休日取得計画

と実績の確認方法を施工計画書の「その他」に記載し、提出する。 

 

（参考）施工計画書記載例（別紙 1は未記入でも可） 

・本工事においては工事着手日から現場完了日までの対象期間のうち、毎週土、日曜日を現

場閉所日とし、土日完全週休 2日を達成できるよう休日を取得する。 

  なお、工事着手日は〇月●日、現場完了日は〇月●日を予定している。 

・休日取得実績の確認は「別紙１」休日等取得実績書により行う。 

 

  なお、現場完成月については当月分の実績確定後、速やかに、「別紙１」休日等取得実績書

を提出する。 

  受注者は、休日等取得実績書を提出する際、作業日報あるいは現場の休工を証明する記録

簿等を監督員に提示する。 

監督員は現場完成月以外でも必要に応じて休日等取得実績書の提出を求め、実施状況を確

認することができる。 

 

（3）柔軟運用 

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に発注者と協議した上で、

土日に代わる現場閉所日を設定していれば週単位の週休２日（土日完全週休２日）を達成し

ているものとみなす。 

施工日が気象条件に左右される等、土日完全週休２日による現場閉所が困難な場合におい

ては、週単位の週休２日交替制による取り組みも可能とする。この場合、受注者は、工事着

手日から現場完了日までの休日取得計画と実績の確認方法を施工計画書の「その他」の項目

に記載し、提出する。 
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★契約日 ★工事着手日 ★現場完了日 ★工期末 

（参考）施工計画書記載例（別紙２は未記入でも可） 

・本工事においては工事着手日から現場完了日までの対象期間のうち、現場に従事する技術者

及び技能労働者が週単位の週休２日を達成できるよう、交替しながら休日を取得する。なお、

工事着手日は〇月●日、現場完了日は〇月●日を予定している。 

・休日取得実績の確認は「別紙２」休日等取得実績書により行う。 

・現場代理人が休日を取得する場合は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障

をきたさない体制及び発注者との連絡体制を確保する。 

 

なお、現場完成月については当月分の実績確定後、速やかに、「別紙２」休日等取得実績書

を提出する。 

受注者は、休日等取得実績書を提出する際、技術者等の休日取得を証明する記録簿等を監

督員に提示する。 

監督員は現場完成月以外でも必要に応じて技術者等の休日等取得実績書の提出を求め、実

施状況を確認することができる。 

受注者は、週単位の週休２日（土日完全週休２日）による現場閉所と週単位の週休２日交

替制による取り組みを１ヶ月単位で切り替えることができる。 

受注者は、土日に代わる現場閉所日を設定する場合及び現場閉所と交替制を併用する場合

においては、別紙１、２以外での実績報告を行ってもよい。 

 

（4）「現場閉所率」及び「土日完全週休２日」の確認方法 

  監督員は、休日等取得実績書に基づき、「現場閉所率」及び「土日完全週休２日」それぞれ

の実績を確認する。 

 

《参考イメージ》 

       通期の週休２日の場合（月単位の週休２日は 

実施対象期間を月単位に細分化して確認） 

 

 

 

 

  月単位の週休２日においては、暦上の土曜日、日曜日の閉所では現場閉所率 28.5%に満た

ない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に４週８休（現

場閉所率 28.5％）以上を達成しているものとみなす。 

 

 

準備期間 施工期間 
うち休日 

（ｃ日） 

 
書類整理等 

うち、天候不順 

（ｄ日） 

実施対象期間 a日 
現場閉所日数 

※年末年始・夏季休暇等を含む場合は、対象期間より除くこと 

現場閉所率（％）＝現場閉所日数（ｂ）÷実施対象期間（ａ） 

（ｂ日=c 日+ｄ日） 
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受注者が週単位の週休２日交替制に取り組む場合、監督員は、休日取得実績に基づき、「休

日率」の実績を確認する。 

【対象者】 

・施工体制台帳上の元請け・下請けの技術者等のうち、当該現場での勤務期間が連続７日間

以上（休日を含む）の者を対象とする。 

【休日率の算出】 

・休日率は、以下の算出式による（通期の週休２日交替制の場合）。 

休日率（％）＝（技術者等の休日日数÷対象期間）÷技術者等の人数 

休日率は、対象者の休日日数の割合を平均化した数値とする。 

・休日日数の割合は、対象者ごとの「当該工事における休日日数÷対象期間」により算出す

る。 

・対象期間は工事着手日から現場完了日までの期間で技術者等の従事期間とする。その他、

対象期間の扱いについては『用語の定義』を参照。 

・当該現場での連続７日間以上（休日を含む）の勤務期間が複数存在する対象者は、それぞ

れの期間で休日日数の割合を算出する。 

・月単位の週休２日交替制は、上記の休日率を月単位に細分化して確認する。 

・週単位の週休２日交替制は、上記の休日率を週単位に細分化して確認する。 

 

（5） 精算変更 

週休２日の達成状況（（土日）完全週休２日、月単位、通期）に関わらず、設計変更は行わ

ない。ただし、実績状況の確認は確実に行うものとする。 

 

【4.3 工事完成後】 

週休２日の達成状況（（土日）完全週休２日、月単位、通期）に関わらず、加点、減点しな

い。 

 

５ 特記仕様書への記載例 

（1）発注者指定型の場合、特記仕様書には、次のとおり記載する。 

  第〇〇条 週休２日工事（発注者指定型（現場閉所）） 

 １ 本工事は、週単位の週休２日（土日完全週休２日の現場閉所）に取り組むこととする。 

 ２ 工事の実施にあたっては、「週休２日工事（土木工事）」試行要領（令和８年４月 高岡

市）に基づくものとする。この試行要領は、高岡市ホームページのホーム > 産業・ビジ

ネス > 入札・契約 > 規則・要綱等から入手できる。 

 

（2）当初の現場施工期間が休工日を含めて７日未満であることを理由に試行対象外工事とし

た場合、特記仕様書には、次のとおり記載する。 

  第〇〇条 週休２日工事（試行対象外） 

   本工事は、現場施工期間が休工日を含めて７日未満の想定であることから、週休２日工

事の試行対象外とする。 

https://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
https://www.city.takaoka.toyama.jp/shise/nyusatsu/index.html
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６ 試行工事における留意事項 

（1）発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生する

ような指示等は行わない。 

（2）工事施工中の現場条件の変更等による工期延長は、従来どおりの取扱いとする。 

 

 

  附  則 

この要領は、令和４年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和４年９月 15日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和５年 12月１日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和６年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和６年８月 15日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和７年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 

 

附  則 

この要領は、令和８年４月１日以降に作成する設計書から適用する。 
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○○○○○○を
○○○ています

発注者 高岡市○○○部○○○課

令和○年○月○日まで

時間帯 8:00～17:00

施工者 ○○建設株式会社

電話 ○○○○-○○-○○○○

電話 ○○○○-○○-○○○○

週休２日制モデル工事
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